
２
A
p
p
lica
n
t （
C
o
m
m
o
n
R
ep
resen

ta
tiv
e ）

２
A
p
p
lica
n
t （
C
o
m
m
o
n
R
ep
resen

ta
tiv
e ）

N
a
m
e ：

㊞
N
a
m
e ：

㊞
A
d
d
ress ：

A
d
d
ress ：

C
o
u
n
try
o
f
n
a
tio
n
a
lity ：

C
o
u
n
try
o
f
n
a
tio
n
a
lity ：

C
o
u
n
try
o
f
resid

en
ce ：

C
o
u
n
try
o
f
resid

en
ce ：

３
A
g
en
t

３
A
g
en
t

N
a
m
e ：

㊞
N
a
m
e ：

㊞
A
d
d
ress ：

A
d
d
ress ：

４
R
eq
u
est
to
P
o
stp
o
n
e







S
ta
rt
o
f
In
tern
a
tio
n
a
l
P
relim

in
a
ry
E
x
a
m
in
a
tio
n

４
R
eq
u
est
fo
r
E
a
rlier






S
ta
rt
o
f
In
tern
a
tio
n
a
l
P
relim

in
a
ry
E
x
a
m
in
a
tio
n

〔
備
考
〕

〔
備
考
〕

１
「
R
eq
u
est
to
P
o
stp
o
n
e







S
ta
rt
o
f
In
tern
a
tio
n
a
l
P
relim

in
a
ry
E
x
a
m
in
a
tio
n 」
の
欄
に
は
、
第

51条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
期
間
が
満
了
し
た
時
に
国
際
予
備
審
査
を
開
始
す
る
よ
う





















希
望
す
る
旨
を
記

載
す
る
。

１
「
R
eq
u
est
fo
r
E
a
rlier






S
ta
rt
o
f
In
tern
a
tio
n
a
l
P
relim

in
a
ry
E
x
a
m
in
a
tio
n 」
の
欄
に
は
、
第
51

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
期
間
の
満
了
前
に
国
際
予
備
審
査
を
開
始
す
る
こ
と
を




















希
望
す
る
旨
を
記
載
す

る
。

２
［
略
］

２
［
略
］

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
十
三
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。）以
後
に
す
る
国
際
予
備
審
査
の
請

求
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
し
た
国
際
予
備
審
査
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

船
員
に
関
す
る
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

船
員
に
関
す
る
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
報
告
）

（
報
告
）

第
二
条

法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
報
告
の
命
令
は
、
文
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
条

法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
報
告
の
命
令
は
、
文
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
三
条

法
第
八
十
二
条
第
三
項
の
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
四
条

法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
六
条
の
六
及
び
第
八
十

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。）に
委
任
す

る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

第
四
条

法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
六
条
の
六
及
び
第
八
十

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。）に
委
任
す

る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
国
土
交
通
省
令
第
十
三
号

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
同
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
八
十
二
条
第
二
項
、
第
八
十
四
条
第
一
項
及

び
第
八
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
船
員
に
関
す
る
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一


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